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達成目標

	取組の内容
	H26
	H27
	H28
	H29
	H30
	達成目標(H30)

	県民対象の研修会等の実施や、啓発用資料（冊子等）の作成及び人権に関するコラムの新聞掲載、人権パネルの展示などによる啓発活動の実施

	
	
	
	
	
	インターネットを利用する際に、人権意識を持って利用するようになる。
○「インターネットによる人権侵害」に関する研修会（県民対象）参加者の「インターネット利用に関して、正しい知識を身に付けた」割合を80％以上とする。【新規】

	「親子で考えるネットマナーアップ事業」の実施


	




	
	
	
	
	「子どもたちの携帯電話・スマートフォン等の利用実態調査」において、「フィルタリングの設定」や「携帯電話等の利用に関する家庭でのルールづくり」の項目において、平成24（2012）年の調査結果を上回る。

※平成27（2015）年に実施予定の「利用実態調査」で検証

※「高知家の子ども見守りプラン」


※平成24年度実施の「子どもたちの携帯電話・スマートフォン等の利用実態調査」結果

○「フィルタリングを設定している」（保護者回答）

：小学校（71.3％）・中学校（67.8％）・高等学校（46.3％）・特別支援学校（46.0％）
○「家庭でのルールづくりをしている」（児童生徒回答）

：小学校（61.6％）・中学校（56.6％）・高等学校（35.8％）・特別支援学校（52.9％）
啓発用クリアファイル・下敷きの作成・配付





インターネットによる人権侵害





啓発用リーフレットの配付





「インターネットによる人権侵害」に


関する研修会の実施





様々な機会・場所での人権パネルの展示





リーフレットを活用したＰＴＡ研修等の


実施と講師派遣





各学校における情報モラル教育の推進、


学習指導案等の提供





啓発用冊子の作成 ・ 配付





人権に関するコラムの新聞掲載














資料３














追加目標








